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トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会について

【学識経験者】
野尻 俊明 流通経済大学学長（座長）
齊藤 実 神奈川大学経済学部教授
高岡 美佳 立教大学経営学部教授

【労働組合】
仁平 章 日本労働組合総連合会 総合政策推進局総合局長
難波 淳介 全日本運輸産業労働組合連合会 中央執行委員長
園田 龍一 全国交通運輸労働組合総連合 中央執行委員長

【行政】
林 幸宏 内閣府政策統括官（経済財政運営担当）
津垣 修一 消費者庁政策立案総括審議官
吉永 和生 厚生労働省労働基準局長
畠山陽二郎 経済産業省大臣官房商務・サービス審議官
亀井 明紀 中小企業庁事業環境部取引課長
太田 豊彦 農林水産省食料産業局長
小野 洋 環境省地球環境局長
秡川 直也 国土交通省自動車局長
阿部 竜矢 国土交通省総合政策局物流政策課長
紺野 博行 国土交通省総合政策局参事官（物流産業）

【荷主】
堀内 保潔 （一社）日本経済団体連合会 産業政策本部長
鈴木 重也 （一社）日本経済団体連合会 労働法制本部長
五十嵐克也 日本商工会議所 地域振興部長
湊元 良明 日本商工会議所 産業政策第二部長
佐久間一浩 全国中小企業団体中央会 事務局次長
橋爪 茂久 （公社）日本ロジスティクスシステム協会 専務理事
山田 周 日本機械輸出組合 国際貿易円滑化委員会委員長
塩田 弘幸 全国農業協同組合連合会 経営企画部次長
山中 邦夫 日本農業法人協会 事務局長
一柳 尚成 トヨタ自動車（株） 物流管理部長
浦郷 由季 （一社）全国消費者団体連絡会 事務局長
【トラック運送業】
辻 卓史 （公社）全日本トラック協会 副会長
馬渡 雅敏 （公社）全日本トラック協会 副会長
浅井 隆 （公社）全日本トラック協会 副会長
長谷川伸一 （一社）日本物流団体連合会 理事長
溝田 浩司 日本通運（株） 業務部長

※内閣府政策統括官はトラック運送業の生産性向上協議会の委員のみ

「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」委員

○トラック運送事業者においては、月６０時間超の時間外労働等、長時間労働の常態化が課題となっているが、荷主都合に
よる荷待ち時間等がその大きな要因となっており、業界の自主努力のみで改善することは困難。
○このような状況を踏まえ、厚生労働省、国土交通省、事業者、荷主等により構成される「トラック輸送における取引環境・労
働時間改善協議会」を中央及び全都道府県に設置。

○平成28年度及び平成2９年度に長時間労働削減等に向けたパイロット事業を行い、そこで得られた長時間労働改善等の
知見を平成３０年度にガイドラインとして取りまとめ。

1



トラック輸送における取引環境・長時間労働改善に向けたロードマップ
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働
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用
開
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②長時間労働
等の実態
調査、対策
の検討

③実証実験・
助成事業
の実施

④ガイドライン
の策定・普

及

⑤取引環境・
長時間労
働改善の
普及・定着

調査の

実施・検
証

パイロット事業の計画・検証、等

ガイドライ
ンの策定

パイロット事業(実証実

験)の実施、労働時間縮
減のための助成事業

普及・定着の促進

コンサル
ティング事
業の実施

助成事業の計画・検証

必要に応じ随時改訂

「ホワイト物流」実現国民運動の推進

協議会の開催

調査の

実施・検
証②

調査の

実施・検
証③

普及

※2023年（令和５年）４月には、中小企業における月60時間超の
時間外労働の割増賃金率引き上げ

新たな方
策の検討

アドバンス事
業（仮）の実
施

新たな方策の実施
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これまでの取組（平成２８～令和元年度実証実験）
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◯待機時間及び荷卸し時間の短縮等によるドライバーの拘束時間削減。
○中国方面の輸送について、２つのルートを設定し、各ルートで荷物の事前転送、積込み時間の
設定、ばら積みからパレット積みへの変更などの取組を行い、拘束時間の短縮を実施。

平成２８年度パイロット事業【食肉（鶏肉）輸送の実証実験】

◯パレット荷役及び中継輸送等によるドライバーの運行時間の改善。
◯関西方面の輸送について、①手荷役からパレット荷役化への変更、②福岡の営業所を活用し
た中継輸送などを行い、拘束時間の削減、休憩時間の確保を実施。

平成２９年度パイロット事業【鶏卵輸送の実証実験】

◯宵積み、朝積み、着時間の後ろ倒しによるドライバーの運行時間を改善し、休息時間を確保。
◯関西方面の輸送について、工場の出発時間の設定よる宵積み、朝積みの実施などを行い、８
時間以上の休息時間の確保を実施。

平成３０年度コンサルティング事業【食肉（牛肉）輸送の実証実験】

◯中央協議会で検討された３つの対象輸送分野（加工食品、建設資材、紙・パルプ）の中か
ら、鹿児島県で需要が多い農産品・青果物輸送の実態に集配形態や課題が近いと考えられる「
加工食品」を参考に農産品・青果物輸送の課題等について、次年度の協議会において協議する
こと及び国の実証事業があれば活用することを確認。

令和元年度アドバンス事業【鹿児島県は実証実験なし】



これまでの取組（令和２年度実証実験（馬鈴薯輸送））
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馬鈴薯輸送：パレット化とフェリー利用による長時間労働縮減 鹿児島県



これまでの取組（令和２年度実証実験（鶏卵輸送））
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鶏卵輸送における荷卸し箇所数削減に向けたパレット化 鹿児島県



【参考】これまでの取組（平成２８年度パイロット事業）
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【参考】これまでの取組（平成２９年度パイロット事業）
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【参考】これまでの取組（平成３０年度コンサルティング事業）

宵積み・朝積み・着時間の後ろ倒しで休息期間確保 鹿児島県
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【参考】これまでの取組（令和元年度鹿児島県地方協議会）

◯荷待時間が長い３分野について、懇談会を開催。
・加工食品、建設資材、紙・パルプ（洋紙・板紙部門）、（家庭紙部門）
→（H30年度）課題の洗い出しや解決の方向性のイメージの共有化。
→（R１年度）各懇談会での議論を踏まえて具体的な解決方策を見いだしていく。

中央協議会における検討

令和元年度の「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」の実施事項について
（令和元年８月９日付 厚労省労働条件政策課長、同監督課長、国交省貨物課長 通達）

中央で開催している３つの「対象輸送分野」の中から検討するテーマを一つ以上選定
地方協議会における検討

地方では、対象輸送分野の輸送需要は少ない。
⇒ 鹿児島では青果物輸送の需要が多い

対象輸送分野のうち、もっとも鹿児島県の輸送の実態に近い「加工食品」を参考としながら、
次年度に向けて「青果物」輸送についての課題の掘り起こしを行う。

しかしながら
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【参考】「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に
向けたガイドライン」について

トラック運送事業における取引環境の改善及び長時間労働の抑制に取り組むため、厚生労働省
、国土交通省、学識経験者、荷主、トラック運送事業者等により構成される「トラック輸送に
おける取引環境・労働時間改善協議会」を設置。

荷待ち時間の削減や荷役作業の効率化など長時間労働の抑制を図るためのパイロット事業につ
いて、平成２８年度及び２９年度の２か年度にわたって４７都道府県で１０２事業を実施。

パイロット事業で得られた長時間労働改善等の知見をガイドラインとして取りまとめ。

関係省庁と連携し、ガイドラインの横展開を図る。

長時間労働改善等に向けた対応例

【対応例 １】 予約受付システムの導入

【対応例 ２】 パレット等の活用

【対応例 ３】 荷主からの入出荷情報等の事前提供

【対応例 ４】 幹線輸送部分と集荷配送部分の分離

【対応例 ５】 集荷先や配送先の集約

【対応例 ６】 運転以外の作業部分の分離

【対応例 ７】 出荷に合わせた生産・荷造り等

【荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン】
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000107.html （国土交通省ホームページ） 10

「コンサルティング事業」、「アドバンス事業」の
事業概要は、国交省ＨＰのガイドライン掲
載ページにあわせて掲載



【参考】荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けた
ガイドライン（加工食品、建設資材、紙・パルプ（洋紙板紙・家庭紙）物流編）について

１．ガイドライン策定の経緯
• トラック運送業においては、ドライバー不足が大きな課題となっており、トラック
運送事業者、発着荷主等の関係者が連携して、取引慣行上の課題も含めてサプライ
チェーン全体で解決を図っていくことが必要。

• 一方、個々の輸送品目ごとに抱える課題や特性に違いがあるところであり、輸送品
目別に検討を行うことが効果的。

• このため、荷待ち件数が特に多い加工食品、建設資材、紙・パルプの各分野の物流
について、課題の抽出を図るとともに、トラック運送事業者及び発着荷主が参画し
て長時間労働の改善を図るため懇談会を設置。懇談会の検討の成果としてガイドラ
インを策定。

２．ガイドラインの構成

【まえがき】
• ガイドライン策定の経緯とトラック運送事業の現状
（１）今後のトラック運送事業の見通し、（２）トラック運送事業を取り巻く制度面の変遷、
（３）トラック運送事業の健全な発展に向けて

【本編】
• 輸送品目別物流における現状・課題、解決の方向性の整理
• 取引環境と長時間労働の改善に向けた具体的な取組み事例等

【あとがき】
• 輸送品目別物流における今後の取組みの方向性
• おわりに（サプライチェーン関係者へのメッセージ）

加工食品物流編

紙・パルプ(洋紙・板紙分野)物流編

建設資材物流編

紙・パルプ(家庭紙分野)物流編11



【参考】平成２７年トラック輸送状況の実態調査（鹿児島県）

「農水産品」は、１運行の拘束時間が
長く、手待ち時間が長い
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【参考】令和２年度トラック輸送状況の実態調査（全国）

全国においても「農水産品」は、１運行
の拘束時間が長い 13



令和３年度の鹿児島県地方協議会について

◯昨年度同様、地方協議会ごとに対象輸送分野（地域において課題のある輸送分野、過去の
実証実験等のフォローアップ対象の輸送分野、荷待ち時間に課題のある加工食品、飲料・酒、建
設資材、紙・パルプ）を選定し課題の整理及び課題に対する改善策の活用等を検討。
◯一部の地方協議会においては、実証実験を実施。

今年度の重点取組事項について

令和３年度の「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」の実施事項について
（令和３年７月９日付 厚労省労働条件政策課長、同監督課長、国交省貨物課長 通達）

鹿児島県地方協議会における取組
◯鹿児島県地方協議会において継続課題としていた 「農産品・青果物」輸送において、今年度
は「茶葉」輸送の実証実験を実施。

重点取組事項の「PDCA」及び「工程表」について
◯今年度の重点取組事項が、令和６年度から適用される時間外労働の上限規制に向けて効
果的な取組となるよう、各地方協議会の取組について、ＰＤＣＡサイクルによる継続的な改善
を行うこと。この際、ＰＤＣＡを効果的に実施できるよう、令和６年度から時間外労働の上限
規制が適用されることに向けた改善のための工程表を作成し、中長期の取組となるような目標
及び指標（ＫＰＩ）を設定すること。（ＰＤＣＡ等は指定の様式により、令和４年４月末日
までに本省自動車局貨物課へ報告）

※今年度からの「工程表」追加
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